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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】打ったシャトルのスピードをより高めることが
できる、バドミントンラケットを提供する。
【解決手段】カーボンファイバープリプレグ成形体を含
むバドミントンラケットであって、カーボンファイバー
プリプレグ成形体１５が表面修飾されたカーボンナノチ
ューブを含み、かつ、カーボンファイバープリプレグ成
形体１５が、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、１２０
Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーボンファイバープリプレグ成形体を含むバドミントンラケットであって、
　　カーボンファイバープリプレグ成形体が、表面修飾されたカーボンナノチューブを含
み、かつ、カーボンファイバープリプレグ成形体が、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、
１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有することを特徴とする、バドミントンラケット。
【請求項２】
　シャフトが、シャフトの軸を中心として同心状に積層された複数枚のカーボンファイバ
ープリプレグ成形体を含み、
　　シャフトの軸を中心として同心状に積層された複数枚のカーボンファイバープリプレ
グ成形体の少なくとも１枚が、表面修飾されたカーボンナノチューブを含み、かつ、１７
５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有することを特徴とす
る、請求項１に記載のバドミントンラケット。
【請求項３】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含み、かつ、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と
、１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有するカーボンファイバープリプレグ成形体が、積
層された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体の一番外側よりも内側の層に配置
されていることを特徴とする、請求項２に記載のバドミントンラケット。
【請求項４】
　ヘッドのフレームが、シャフトとは異なる材料構成でできていることを特徴とする、請
求項１～３のいずれか１項に記載のバドミントンラケット。
【請求項５】
　１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有するカーボン
ファイバープリプレグ成形体が、１５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、３．２５Ｇｐａ以上の
曲げ弾性率とを有する樹脂組成物を含むことを特徴とする、請求項４に記載のバドミント
ンラケット。
【請求項６】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体は、
エポキシ樹脂を含み、
　　表面修飾されたカーボンナノチューブは、エポキシ樹脂中に、２０μｍ以下の粒径で
分散しており、
　　表面修飾されたカーボンナノチューブは、表面がカルボニル基で修飾されている多層
カーボンナノチューブであり、直径が８～１５ｎｍであって、長さが２μｍ以下であるこ
とを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のバドミントンラケット。
【請求項７】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体に含
まれる、エポキシ樹脂の量は、表面修飾されたカーボンナノチューブの量に対し、重量換
算で３５～４５倍量である事を特徴とする、請求項６に記載のバドミントンラケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バドミントンラケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　バドミントンは、正確な位置に素早くシャトルを打ち落とすことが求められる競技であ
る。このため、操作性が優れ、高い反発力を有するバドミントンラケットを提供すべく、
さまざまな改良がなされてきた。例えば、シャフトの一部の形状を工夫し、断面が六角形
から円形に変形していくようにする方法が報告されている（特許文献１および２を参照）
。
　このような流れの中で、操作性が優れ、かつ、高い反発力を有しているとして、カーボ
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ンファイバーを含有するバドミントンラケットが人気を呼んでいる。カーボンファイバー
を含有するバドミントンラケットは、例えば、複数枚のカーボンファイバープリプレグ成
形体を積層した多層構造を有しており、スチールやアルミニウム製のバドミントンラケッ
トに比べて大幅な軽量化が図れることから、グリップの重量を増加させながらラケット全
体としては軽量化を図ることができるため、優れた操作性と高い反発力を発揮できる点で
非常に優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１１０４５８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１３１３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、カーボンファイバーは、強度や剛性は高いが、しなり難いという問題点
があった。このため、ラケットのヘッドの速度があがらず、打ったシャトルのスピードが
上がり難いという問題がある。
　本発明は、打ったシャトルのスピードをより高めることができる、バドミントンラケッ
トを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係るバドミントンラケットは、カーボンファイバ
ープリプレグ成形体を含むバドミントンラケットであって、カーボンファイバープリプレ
グ成形体が、表面修飾されたカーボンナノチューブを含み、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強
度と１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有する。このような性能を有するカーボンファイ
バープリプレグ成形体を含むことによって、バドミントンラケットの強度と剛性とを高め
ることが可能となり、例えばカーボンファイバープリプレグ成形体を含む箇所を細くして
も、必要性能を保つことができる。この結果、スイング時の空気抵抗の低減などにより打
ったシャトルのスピードをより高めることができる。
【０００６】
　本発明に係るバドミントンラケットのシャフトが、シャフトの軸を中心として同心状に
積層された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体を含み、このカーボンファイバ
ープリプレグ成形体の少なくとも１枚が、表面修飾されたカーボンナノチューブを含み、
かつ、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有することが
好ましい。シャフトが、このような構成を備えることによって、シャフトの強度と剛性と
を高めることが可能となり、細径シャフトでも、必要性能を保つことができる。この結果
、スイング時の空気抵抗の低減などにより、打ったシャトルのスピードをより高めること
ができる。
【０００７】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含み、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、１２
０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有するカーボンファイバープリプレグ成形体が、シャフト
の軸を中心として同心状に積層された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体の、
一番外側よりも内側の層に配置されていることが好ましい。最外層よりも内側に配置する
ことによって、シャフトの外径研磨仕上げ時の材料ロスを低減して、材料の特性を最大限
に発揮することが可能となる。
【０００８】
　ヘッドのフレームが、シャフトとは異なる材料構成でできていることが好ましい。フレ
ームの材料構成をシャフトの材料構成と異なるものとすることによって、製品各部に求め
られる特性に精細に合わせる事ができ、シャトルを打つ際の反発力をより高めることが可
能となる。例えば、シャフトに高剛性材料を使用することで、打球感を変えずに、シャト
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ルの反発性を高めるラケットにすることも可能になる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、特定の性能を有する素材を配することによって、打ったシャトルのス
ピードをより高めることができる、バドミントンラケットを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態における、バドミントンラケットの外観を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態における、バドミントンラケットのシャフトの内部構造を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、上記知見に基づき完成した本発明の実施の形態を、添付図面を用いて詳細に説明
する。なお、本発明の目的、特徴、利点、および、そのアイデアは、本明細書の記載によ
り、当業者には明らかであり、本明細書の記載から、当業者であれば容易に本発明を再現
できる。以下に記載された発明の実施の形態及び具体的な実施例などは、本発明の好まし
い実施態様を示すものであり、例示又は説明のために示されているのであって、本発明を
それらに限定するものではない。本明細書で開示されている本発明の意図並びに範囲内で
、本明細書の記載に基づき、様々な改変並びに修飾ができることは、当業者にとって明ら
かである。
【００１２】
　図１は、本発明に係るバドミントンラケットの正面図である。図１に示すように、バド
ミントンラケット１０は、正面から見た際に環状になるように形成されたフレーム１と、
フレーム１に一方の端部が接合されたシャフト２と、シャフト２の他方の端部側に設けら
れたグリップ３とを備える。
【００１３】
　本発明に係るバドミントンラケット１０は、カーボンファイバープリプレグ成形体を含
み、カーボンファイバープリプレグ成形体は、表面修飾されたカーボンナノチューブを含
む。なお、カーボンファイバープリプレグ（carbon fiber prepreg）とは、カーボンファ
イバーに樹脂組成物を含浸させたシート状の中間基材をいい、例えば、カーボンファイバ
ーに熱硬化樹脂組成物を含浸させた後、半硬化状態、いわゆる、Ｂステージの状態にした
ものを含み、本明細書においては、この中間基材から、さらに硬化させたものをいう。ま
た、本明細書においては、カーボンファイバープリプレグを硬化させたもの、つまり成形
したものを、カーボンファイバー成形体とした。
　カーボンファイバープリプレグ成形体は、カーボンファイバーと樹脂組成物以外の物質
、例えば、ガラス繊維や金属材料などを含んでいても良い。また、カーボンファイバーに
含浸させる樹脂組成物は、主原料が樹脂であれば良く、例えば、カーボンナノチューブな
どの添加物を含んでいても良い。
【００１４】
　本発明に係るバドミントンラケット１０は、積層された複数枚のカーボンファイバープ
リプレグ成形体を含み、積層された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体の少な
くとも１枚が、表面修飾されたカーボンナノチューブを含むことが好ましい。
　ここで、積層されたカーボンファイバープリプレグ成形体の少なくとも１枚が、表面修
飾されたカーボンナノチューブを含むが、複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体
のうち、どの１枚であっても構わず、複数枚であっても構わない。また、積層されたカー
ボンファイバープリプレグ成形体の各層は、互いに同じカーボンファイバープリプレグ成
形体であっても良く、異なるカーボンファイバープリプレグ成形体であっても良い。カー
ボンファイバープリプレグ成形体の各層の間に、例えば、カーボンファイバーを含まない
樹脂成形体や、接着剤、ガラス繊維や金属材料などの強度を向上させるための物質など、
カーボンファイバープリプレグ成形体以外の物質を含んでいても良い。
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【００１５】
　本発明に係るバドミントンラケット１０は、シャフト２の軸を中心として同心状に積層
された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体を含むシャフト２を備え、この複数
枚のカーボンファイバープリプレグ成形体の少なくとも１枚が、表面修飾されたカーボン
ナノチューブを含むことがより好ましい。
　以下、シャフト２がこのような構成を備える場合について、図２を参照にして詳細に説
明する。
【００１６】
　図２は、本発明の一実施形態として説明する、バドミントンラケット１０のシャフト２
の内部構造を示す図である。
　例えば、図２に示すように、本発明に係るシャフト２は、シャフトの軸を中心として同
心状に積層された複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体１２、１４および１５と
、一番外側のカーボンファイバープリプレグ成形体１４の外表面に施された塗装層１３と
を備えてもよい。
【００１７】
　複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体１２、１４および１５のうち、一番内側
を含む２枚以上の層は、シャフト２のトルク性能を調節できるように、高弾性カーボンフ
ァイバーを含むカーボンファイバープリプレグ成形体１２であることが好ましい。例えば
、カーボンファイバープリプレグ成形体１２に含まれている高弾性カーボンファイバーは
、カーボンファイバーの配向角が、シャフト２の軸方向に対し斜めになるように配置され
る。さらに、カーボンファイバープリプレグ成形体１２は、積層されたカーボンファイバ
ーの配向角が内側から外側に向かって順次交差するように、各層が積層されている。
　複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体１２、１４および１５のうち、一番外側
を含む１枚以上の層は、シャフト２のしなり特性と強度とを調節するように、高強度カー
ボンファイバーを含むカーボンプリプレグ成形体１４であることが好ましい。
【００１８】
　そして、一番内側と一番外側とを除く１枚以上の層は、表面修飾されたカーボンナノチ
ューブを含み、１７５０Ｍｐａ以上の曲げ強度と、１２０Ｇｐａ以上の曲げ弾性率とを有
するカーボンファイバープリプレグ成形体１５である。
　従来は、シャフトの直径を７ｍｍ未満にしようとすると、シャフトの強度が減少してし
まうために壊れやすく、逆に、壊れにくいような素材を使用すると、シャフトがしならな
いために打ったシャトルのスピードが上がらなかった。しかし、本発明のシャフト２は、
表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体１５を
備えることによって、シャフトに適度なしなりやすさを持たせながら、シャフトの強度と
剛性とを高めて直径を細くすることを可能とし、この結果、打ったシャトルのスピードを
より高めることが可能となった。
　また、本実施の形態では、表面修飾されたカーボンナノチューブを含有するカーボンフ
ァイバープリプレグ成形体１５の配置を、最外層よりも内側に配置する事で、外径研磨仕
上げ時の材料ロスを低減、材料の特性を最大限に発揮できる配置に工夫した。
【００１９】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体１５
は、例えば、次の方法で製造することができる。
　まず、直径が８～１５ｎｍであり、長さが２μｍ以下であって、３層以上の多層構造を
有する、表面がカルボニル基で修飾されたカーボンナノチューブを、適量のアセトンに一
次分散させた後、その混合物をエポキシ樹脂に二次分散させ、その後アセトンを除去する
ことで樹脂組成物を調製する。引き続き、得られた樹脂組成物を、カーボンファイバーに
含浸させることによって、表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバ
ープリプレグを製造する。このプリプレグを硬化させることによって、表面修飾されたカ
ーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体１５を製造することがで
きる。



(6) JP 2012-147846 A 2012.8.9

10

20

30

40

50

【００２０】
　ここで、カーボンナノチューブの長さを２μｍ以下に調整する方法は、ボールミルなど
による物理的カット方法では、カーボンナノチューブ自体の破損も伴い、樹脂特性が大き
く向上しない。よって、化学的カット方法、例えば、強酸によるカットなどを行うことが
好ましい。
　用いるエポキシ樹脂は、多官能エポキシ樹脂を含むことが好ましい。多官能エポキシ樹
脂を含ませる方法は、例えば、表面修飾されたカーボンナノチューブを分散させたエポキ
シ樹脂（アセトン除去後）に、表面修飾されたカーボンナノチューブの1０倍量（重量換
算）の多官能エポキシ樹脂を添加することによって含ませても良い。ここで、多官能エポ
キシ樹脂とは、例えば、グリセリン、ペンタエリスリトールおよびソルビトールなどの多
官能のエポキシ化合物を原料として製造された樹脂をいう。
　用いるエポキシ樹脂とカーボンナノチューブとの割合は、当業者であれば適宜調節する
ことができるが、カーボンファイバープリプレグ成形体の曲げ強度と曲げ弾性率とをより
高くするために、カーボンナノチューブ対してエポキシ樹脂が、３０～５０倍量であるこ
とが好ましく、３５～４５倍量であることがより好ましい（いずれも重量換算）。上述の
ように、エポキシ樹脂が多官能エポキシ樹脂を含む場合には、これらの他に、さらに１０
倍量の多官能エポキシ樹脂を含む。
【００２１】
　カーボンナノチューブを分散させる方法としては、高圧ホモジナイザーなどの使用が好
ましい。また、表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレ
グ成形体１５において、表面修飾されたカーボンナノチューブは、エポキシ樹脂中に、２
０μｍ以下の粒径で分散していることが好ましい。
【００２２】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体１５
の、曲げ強度および曲げ弾性率は、それぞれ、１７５０Ｍｐａ以上および１２０Ｇｐａ以
上であることが好ましい。例えば、曲げ強度は、１７５０～２４００Ｍｐａであっても良
く、１８００～２２００Ｍｐａであることがより好ましく、また、曲げ弾性率は、１２０
～２００Ｇｐａであっても良く、１２０～１６０Ｇｐａであることがより好ましい。
　また、樹脂組成物の曲げ強度および曲げ弾性率は、それぞれ、１５０Ｍｐａ以上および
３．２５Ｇｐａ以上であることが好ましい。例えば、曲げ強度は、１５０～２００Ｍｐａ
であっても良く、１５０～１８０Ｍｐａであることがより好ましく、また、曲げ弾性率は
、３．２５～４．００Ｇｐａであっても良く、３．２５～３．７５Ｇｐａであることがよ
り好ましい。
【００２３】
　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグの製造例は
、以下の通りになる。
　　基材　　　　カーボンファイバー：トレカＴ-700ＳＣ-12Ｋ
　　　　　　　　一方向配列　　基材目付量：125ｇ/ｍ２

　　樹脂　　　　エポキシ樹脂：ビスフェノールA型エポキシ樹脂　　　100wt%
　　　　　　　　硬化剤　：アミン系硬化剤（ジシアンジアミド）　　 4.5wt%
　　　　　　　　触媒　　：芳香族系尿素化合物　　　　　 3.0wt%
【００２４】
　また、表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形
体１５の評価方法は、以下の通りになる。
　一方向プリプレグ成形体（Unidirctional pre-preg）を下記成形条件で積層板成形し、
三点曲げ試験を行った数値
　　積層板成形条件　　積層数：20枚
　　　　　　　　　　　積層方向：0°
　　　　　　　　　　　成形方法：ホットプレス成形
　　　　　　　　　　　成形条件：130℃　×　1ｈ　×　5Kgf/ｃｍ２
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　　曲げ試験： JIS K7074
【００２５】
　本発明に係るシャフト２の直径は、スイングする際の空気抵抗を減少させるように、６
．４～６．９ｍｍであっても良く、６．４～６．８ｍｍであることがより好ましく、６．
４～６．６ｍｍであることが特に好ましい。
【００２６】
　本発明に係るバドミントンラケット１０は、シャトルを打つ際の反発力をより高められ
るように、シャフト２とは異なる材料構成でできた、ヘッドのフレーム１を備えることが
好ましい。ここで、異なる材料構成とは、表面修飾されたカーボンナノチューブを含有す
るカーボンファイバープリプレグ成形体以外の、カーボンファーバープリプレグ成形体で
あっても良く、例えば、高強度カーボンファイバーを含むカーボンプリプレグ成形体であ
っても良い。フレームの材料構成をシャフトの材料構成と異なるものとすることによって
、製品各部に求められる特性に精細に合わせる事ができ、シャトルを打つ際の反発力をよ
り高めることが可能となる。例えば、シャフトに高剛性材料を使用することで、打球感を
変えずに、シャトルの反発性を高めるラケットにすることも可能になる。
【００２７】
　本発明に係るバドミントンラケット１０は、このようなシャフト２と、ヘッドのフレー
ム１と、さらに、グリップ３とを備えることによって、シャフトの強度と剛性とを高めな
がら、シャフトの直径を細くすることが可能となる。これにより、スイング時の空気抵抗
が飛躍的に減少する。この結果、打ったシャトルのスピードをより高めることができる。
【実施例】
【００２８】
　以下に本発明を実施例によって具体的に説明する。なお、これらの実施例は本発明を説
明するためのものであって、本発明の範囲を限定するものではない。
【００２９】
＝＝シャフトの性能試験＝＝
　本発明に係るバドミントンラケットと、従来のバドミントンラケットとの性能を比較す
る実験を行った。
　これらバドミントンラケットは、同じ構造を備えるが、シャフトを構成する積層された
複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体うち一番外側と一番内側とを除く全ての層
が、本発明に係るバドミントンラケットのシャフトは、表面修飾されたカーボンナノチュ
ーブを含み、１８００Ｍｐａの曲げ強度と１２０Ｇｐａの曲げ弾性率とを有するカーボン
ファイバープリプレグ成形体であるのに対して、従来のバドミントンラケットのシャフト
は、材料構成の該当部に表面修飾されたカーボンナノチューブを含まない、１７００Ｍｐ
ａの曲げ強度と１１５Ｇｐａの曲げ弾性率とを有するカーボンファイバープリプレグ成形
体である点で異なる。なお、本発明に係るバドミントンラケットのシャフトを構成する、
表面修飾されたカーボンナノチューブを含んだ１８００Ｍｐａの曲げ強度と１２０Ｇｐａ
の曲げ弾性率とを有するカーボンファイバープリプレグ成形体は、直径８～１５ｎｍ、長
さ２μｍ以下、３層以上の多層構造を有する、表面がカルボニル基で修飾された多層カー
ボンナノチューブを、アセトンに一次分散後、３５～４０倍量のエポキシ樹脂に二次分散
し、その後アセトンを除去する事により、１６１Ｍｐａの曲げ強度と３．３５Ｇｐａの曲
げ弾性率とを有する樹脂組成物を調製し、さらに、得られた樹脂組成物をカーボンファイ
バーに含浸させ後に、硬化させることによって製造した。用いた、基材および樹脂の詳細
は、下記の通りである。
　　基材　　　　カーボンファイバー：トレカＴ-700ＳＣ-12Ｋ
　　　　　　　　一方向配列　　基材目付量：125ｇ/ｍ２

　　樹脂　　　　エポキシ樹脂：ビスフェノールA型エポキシ樹脂　　　100wt%
　　　　　　　　硬化剤　：アミン系硬化剤（ジシアンジアミド）　　 4.5wt%
　　　　　　　　触媒　　：芳香族系尿素化合物　　　　　 3.0wt%
【００３０】
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　これらの２つのバドミントンラケットを用いて、曲げ強度、曲げ弾性率、および、衝撃
強度を測定した。曲げ強度および曲げ弾性率は、株式会社エー・アンド・デイ製のテンシ
ロン万能試験機RTCシリーズを使用して三点曲げ試験によって測定し、衝撃強度は、株式
会社東洋精機製のシャルピー衝撃試験機を使用して、シャルピー試験によって測定し。従
来のバドミントンラケットのシャフトを使用した際の値を１００として、各測定結果を表
１に示す。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　この結果、本発明に係るバドミントンラケットのシャフトを用いた場合には、曲げ強度
が８％、弾性率が９％、そして、衝撃強度が２４％向上することが示された。このように
、本発明に係るバドミントンラケットのシャフトは、シャフトの強度および剛性を高める
ことが可能である。
【００３３】
＝＝空気抵抗＝＝
　本発明に係るバドミントンラケットのシャフトは、従来のシャフトに比べて、強度およ
び剛性を高められる。そこで、シャフトの直径が、従来の７．０ｍｍよりも細い、６．８
ｍｍまたは６．６ｍｍのバドミントンラケットを製造し、シャフトの直径が７．４５ｍｍ
と７．０ｍｍのものも併せて、本発明に係るバドミントンラケットの、シャフトの形状の
違いによるスイング時の空気抵抗の違いを、断面積から算出した。
　７．０ｍｍのシャフトを備えるバドミントンラケットを使用した際の、側面の空気抵抗
を１００として、各算出結果を表２に示す。
【００３４】

【表２】

【００３５】
　この結果、直径が６．６ｍｍのシャフトは、６．８ｍｍのシャフトに比べて空気抵抗が
３％小さく、７．０ｍｍおよび７．４５ｍｍのシャフトと比較すると、それぞれ、６％お
よび１１％も空気抵抗が小さいことが示された。このように、本発明に係るバドミントン
ラケットは、シャフトの直径を小さくすることが可能であり、これによって、スイング時
の空気抵抗を小さくすることができる。
【００３６】
＝＝シャフトの戻り時間＝＝
　本発明に係るバドミントンラケットと、従来のバドミントンラケットとを用いて、シャ
フトをしならせた際の戻り時間を測定した。本試験で用いたこれらのバドミントンラケッ
トは、同じ構造を有するが、本発明に係るバドミントンラケットのシャフトは、積層され
た複数枚のカーボンファイバープリプレグ成形体うち一番外側と一番内側とを除く全ての
層が１６１Ｍｐａの曲げ強度と３．３５Ｇｐａの曲げ弾性率とを有する点と、さらに、シ
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ャフトの直径が６．６ｍｍへと細められている点で異なる。
　これらの２つのバドミントンラケットを、一定の角度まで手で曲げた後、手を離してか
ら曲げが戻るまでの時間を、株式会社ナックイメージテクノロジーのハイスピードカメラ
ＭＥＭＲＥＣＡＭ Ｋ５を用いて測定した。従来のバドミントンラケットを使用した際の
値を１００として、各測定結果を表３に示す。
【００３７】
【表３】

【００３８】
　この結果、本発明に係るバドミントンラケットを用いた場合には、従来のバドミントン
ラケットに比べて、シャフトの戻り時間が１０％早くなることが示された。
【００３９】
＝＝シャトルの速度および回転時間＝＝
　上記シャフトの戻り時間を測定した際に用いた、本発明に係るバドミントンラケットと
、従来のバドミントンラケットとを用いて、実際にシャトルを打った際の、シャトルの速
度および１回転に要する時間を測定した。具体的には、各ラケットを、ヨネックス株式会
社製の専用機械に取り付けて一定速度でスイングさせたところに、機械の上部からシャト
ルを落とすことによって、バドミントンラケットの打球面中央にシャトルをインパクトさ
せた後の、シャトルの挙動を、株式会社ナックイメージテクノロジーのハイスピードカメ
ラＭＥＭＲＥＣＡＭ Ｋ５を用いて高速撮影した。
　従来のバドミントンラケットを使用した際の値を１００として、各測定結果を表４に示
す。
【００４０】

【表４】

【００４１】
　この結果、本発明に係るバドミントンラケットを用いた場合には、従来のバドミントン
ラケットに比べて、初速が４％、終速では１４％向上し、そして、打ったシャトルの速度
の伸び、即ち、終速と初速との差で見ても、１０％向上することが示された。また、シャ
トルが１回転に要する時間が２８％増えた。言い換えると、シャトルの回転数が、２２％
減少した。シャトルは、回転数が少ないほど、空気抵抗が少なくなり、減速が少なくなる
ので、本発明によれば、回転数を抑えることによっても、打ったシャトルの減速を少なく
することができ、シャトルの速度を増すことができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　フレーム
　２　シャフト
　３　グリップ
１０　バドミントンラケット
１２　高弾性カーボンファイバーを含むカーボンファイバープリプレグ成形体
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１３　塗装層
１４　高強度カーボンファイバーを含むカーボンファイバープリプレグ成形体
１５　表面修飾されたカーボンナノチューブを含むカーボンファイバープリプレグ成形体

【図１】

【図２】
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